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《コラム》労働基準法の代表的な 

帳簿とは 

 

◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必

須 

 労働者を使用していると労働者名簿等の帳

簿の作成や保存が必要です。各種の帳簿は

労働時間管理や賃金支払い等には欠かせな

いもので、事業主には正しく作成・運用するこ

とが求められています。 

◆義務付けられている法定 4 帳簿 

 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給

休暇管理簿は法定 4 帳簿とも言われていて作

成が必要です。 

①労働者名簿（労基法 107 条） 

 労働者名簿は、本社や支店の各事業場に

おいて使用する労働者ごとに作成します。 

 労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や

職歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月

日、退職年月日と退職理由等の項目を記載し

ます。 

②賃金台帳（労基法第 108 条） 

 賃金台帳は雇用される労働者について作成

します。氏名、性別、賃金計算期間、労働日

数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間

数、基本給、諸手当の種類と金額、控除項目

と金額等の項目を記載します。 

③出勤簿 

 出勤簿は労基法上には明記されていません。「労

働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措

置に関するガイドライン」において労基法の 109 条の

「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する

書類とされています。労働安全衛生法（第 66 条 8 の

3）でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが

事業主に課されています。 

 出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時

刻、休憩時間、時間外労働時間を記載します。労基

法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監

督者は労働時間の記載は必要ありませんが、労働時

間の把握は必要とされています。 

④年次有給休暇管理簿 

 平成 31 年 4 月に実施された年 5 日の年次有給休

暇取得義務化に伴い新たに作成義務が課されました。

氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。 

 前述の４帳簿の保存期間は５年間とされていますが

当面は３年間とされています。他に雇入れ、解雇、災

害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付け

られ、デジタルデータによる保存も認められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、 

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。 


